
１５歳未満の申請者が来庁できない場合 

法定代理人が代理で受け取ることができます 

 

 

 

 

【 申 請 者 】１５歳未満の方 

【代理受け取り】法定代理人（親権者 

【 持 ち 物 】・交付通知書（はがき） 

・申請者の本人確認書類 

 １ 歳 未 満…本人確認書類Ａ１点またはＢ２点 

 １５歳未満…本人確認書類Ａ１点またはＢ２点＋顔写真証明 

※顔写真証明は下記様式を使用し法定代理人が作成してください。 

・法定代理人の本人確認書類（本人確認書類Ａ２点またはＡ１点Ｂ１点） 

・親権者の確認書類（戸籍謄本等。ただし同一世帯の親は不要） 

・マイナンバーカード（お持ちの方のみ） 

 ※返納できない場合や再交付の理由により有料になる場合があります。 

・通知カード（お持ちの方のみ） 

・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

◎本人確認書類は官公庁発行の原本かつ有効期限がある場合は期限内のもの 
 




